
春日部市告示第３１４号  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第４項の規定に係る道路

を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第１０条第１項の規定に基づ

き公告する。  

 

令和８年５月２８日  

 
春日部市長 岩谷 一弘  

 

１ 指定に係る道路の種類   

  法第４２条第４項第１号の規定に係る道路  

 

２ 指定の年月日   

  令和８年５月２８日  

 

３ 指定道路の位置  

  春日部市粕壁東五丁目２２６８番１の一部  

 

４ 指定道路の延長及び幅員  

   延長  ９７．３６メートル  

   幅員   ４．００メートル  


